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告 示 

 

三重県告示第 607 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり介護扶助のための居宅介

護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当させる機関を指定しました。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 事業（サービス）の種類 指定年月日 

介護付有料老人ホーム夢眠よ
っかいち 

四日市市滝川町 13-3 特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠よ

っかいち 
四日市市滝川町 13-3 

介護予防特定施設入居者生活介

護 
令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠す
ずか 

鈴鹿市南玉垣町 6507-1 特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠す
ずか 

鈴鹿市南玉垣町 6507-1 
介護予防特定施設入居者生活介
護 

令和 6 年 8 月 1 日 

有限会社昭和薬局 伊勢市岩渕二丁目 2 番 18 号 居宅療養管理指導 令和 6 年 7 月 31 日 

有限会社昭和薬局 伊勢市岩渕二丁目 2 番 18 号 介護予防居宅療養管理指導 令和 6 年 7 月 31 日 

老人ショートステイ事業所 

ソフトハウス 

桑名市多度町福永字西福永

440 番地 48 
介護予防短期入所生活介護 令和 6 年 1 月 1 日 

老人ショートステイ事業所 
ソフトハウス 

桑名市多度町福永字西福永
440 番地 48 

短期入所生活介護 令和 6 年 1 月 1 日 

 

三重県告示第 608 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 5 項において準用する同法第 50 条の 2 の規定により、次

のとおり指定介護機関から名称等の変更の届出がありました。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 
事業（サービ

ス ） の 種 類 
変更事項 

変更内容 変 更 

年月日 新 旧 

デイサービス ここ
ろのいえ 

伊勢市朝熊
町 1432-1 

地域密着型通
所介護 

名称 
デイサービス こ
ころのいえ 

デイサービス こ
ころのいえボス 

令和 6 年 
2 月 1 日 

デイサービス ここ
ろのいえ 

伊勢市朝熊
町 1432-1 

地域密着型通
所介護 

所在地 
伊 勢 市 朝 熊 町
1432-1 

伊勢市小俣町本町
133 

令和 5 年
11月 28日 

ヘルパーステーショ

ンももの樹 

松阪市川井

町 242番地 7 
訪問介護 所在地 

松阪市川井町 242

番地 7 

松阪市駅部田町

1390 番地 1 

令和 6 年 

7 月 1 日 

ヘルパーステーショ
ンももの樹 

松阪市川井
町 242番地 7 

訪問型サービ
ス（独自） 所在地 

松阪市川井町 242
番地 7 

松阪市駅部田町
1390-1 

令和 6 年 
7 月 1 日 

英水苑ホームヘルプ
サービス 

四日市市九
の城町 9-17 

訪問介護 所在地 
四日市市九の城町
9-17 

四日市市鵜の森一
丁目 10-2 

令和 6 年 
7 月 1 日 

英水苑ホームヘルプ

サービス 

四日市市九

の城町 9-17 

訪問型サービ

ス（独自） 
所在地 

四日市市九の城町

9-17 

四日市市鵜の森一

丁目 10-2 

令和 6 年 

7 月 1 日 

ペンギン薬局 
津市安東町
404-5 

居宅療養管理
指導 

所在地 津市安東町 404-5 
津市新町三丁目
6-17 

令和 6 年 
7 月 1 日 

ペンギン薬局 
津市安東町
404-5 

介護予防居宅
療養管理指導 

所在地 津市安東町 404-5 
津市新町三丁目
6-17 

令和 6 年 
7 月 1 日 

 

三重県告示第 609 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の
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2 第 1 項の規定により、次のとおり介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介

護を担当させる機関を指定しました。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 事業（サービス）の種類 指定年月日 

介護付有料老人ホーム夢眠よ
っかいち 

四日市市滝川町 13-3 特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠よ

っかいち 
四日市市滝川町 13-3 介護予防特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠す
ずか 

鈴鹿市南玉垣町 6507-1 特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

介護付有料老人ホーム夢眠す
ずか 

鈴鹿市南玉垣町 6507-1 介護予防特定施設入居者生活介護 令和 6 年 8 月 1 日 

有限会社昭和薬局 伊勢市岩渕二丁目 2 番 18 号 居宅療養管理指導 令和 6年 7月 31日 

有限会社昭和薬局 伊勢市岩渕二丁目 2 番 18 号 介護予防居宅療養管理指導 令和 6年 7月 31日 

老人ショートステイ事業所 

ソフトハウス 

桑名市多度町福永字西福永

440 番地 48 
介護予防短期入所生活介護 令和 6 年 1 月 1 日 

老人ショートステイ事業所 
ソフトハウス 

桑名市多度町福永字西福永
440 番地 48 

短期入所生活介護 令和 6 年 1 月 1 日 

 

三重県告示第 610 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の

2（同法第 54 条の 2 第 5 項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり指定介護機関から名称等

の変更の届出がありました。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定介護機関の名称 所在地 
事業（サービ 

ス ） の 種 類 
変更事項 

変更内容 変 更 

年月日 新 旧 

デイサービス ここ
ろのいえ 

伊勢市朝熊
町 1432-1 

地域密着型通
所介護 

名称 
デイサービス こ
ころのいえ 

デイサービス こ
ころのいえボス 

令和 6 年 
2 月 1 日 

デイサービス ここ
ろのいえ 

伊勢市朝熊
町 1432-1 

地域密着型通
所介護 

所在地 
伊 勢 市 朝 熊 町
1432-1 

伊勢市小俣町本町
133 

令和 5 年
11月 28日 

ヘルパーステーショ

ンももの樹 

松阪市川井

町 242番地 7 
訪問介護 所在地 

松阪市川井町 242

番地 7 

松阪市駅部田町

1390 番地 1 

令和 6 年 

7 月 1 日 

ヘルパーステーショ
ンももの樹 

松阪市川井
町 242番地 7 

訪問型サービ
ス（独自） 所在地 

松阪市川井町 242
番地 7 

松阪市駅部田町
1390-1 

令和 6 年 
7 月 1 日 

英水苑ホームヘルプ
サービス 

四日市市九
の城町 9-17 

訪問介護 所在地 
四日市市九の城町
9-17 

四日市市鵜の森一
丁目 10-2 

令和 6 年 
7 月 1 日 

英水苑ホームヘルプ

サービス 

四日市市九

の城町 9-17 

訪問型サービ

ス（独自） 
所在地 

四日市市九の城町

9-17 

四日市市鵜の森一

丁目 10-2 

令和 6 年 

7 月 1 日 

ペンギン薬局 
津市安東町
404-5 

居宅療養管理
指導 

所在地 津市安東町 404-5 
津市新町三丁目
6-17 

令和 6 年 
7 月 1 日 

ペンギン薬局 
津市安東町
404-5 

介護予防居宅
療養管理指導 

所在地 津市安東町 404-5 
津市新町三丁目
6-17 

令和 6 年 
7 月 1 日 

 

三重県告示第 611 号 

令和 6 年度三重県内における事業所の労働条件等の実態調査を次のとおり実施します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  調査の目的 

  本年の三重県内における事業所の福利厚生、休暇制度、労働環境等の状況を把握する。 
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2  調査の期間 

  令和 6 年 8 月 31 日（土）から同年 9 月 30 日（月）まで（31 日間） 

3  調査対象事業所 

  日本標準産業分類の大分類に定める対象産業（ただし、「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利

採取業」、「公務（他に分類されるものを除く）」及び「分類不能の産業」を除きます。）とし、そのうちの

常用従業者規模が 10 人以上 300 人未満の事業所から抽出した 2,000 事業所 

4  調査の方法 

  オンライン調査 

5  調査の主な内容 

(1) 事業所の現況について 

(2) 新規学卒者の採用とインターンシップについて 

(3) 正社員の中途採用について 

(4) 仕事と家庭の両立支援について 

(5) 男女共同参画の取組について 

(6) 多様な就労形態の導入について 

(7) 誰もが働きやすい職場づくりについて 

(8) リスキリングについて 

 

三重県告示第 612 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ＭＥＧＡドン・キホーテ四日市店 

  四日市市西日野町字八幡 1608 番地 1 ほか 23 筆 

2  変更事項 

(1)  大規模小売店舗の所在地 

   （変更前）四日市市西日野町字八幡 1608 番地 1 ほか 22 筆 

   （変更後）四日市市西日野町字八幡 1608 番地 1 ほか 23 筆 

(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   （変更前） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 3 号 梅田 圭 

   （変更後） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 3 号 笹田 賢一 

 (3)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   （変更前） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

株式会社ドン・キホーテ 東京都目黒区青葉台二丁目 19 番 10 号 吉田 直樹 

株式会社大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目 4 番 14 号 矢野 靖二 
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有限会社ワンラブ 愛知県名古屋市東区徳川町 1402 ワンラブ徳川ビル 1階 小林 励 

   （変更後） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

株式会社ドン・キホーテ 東京都目黒区青葉台二丁目 19 番 10 号 吉田 直樹 

株式会社大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目 4 番 14 号 矢野 靖二 

有限会社ワンラブ 愛知県名古屋市東区徳川町 1402 ワンラブ徳川ビル 1階 野田 矩生 

3  変更年月日 

2(1) 令和 6 年 8 月 1 日 

2(2) 令和 6 年 4 月 1 日 

2(3) 令和 5 年 10 月 1 日 

4  変更理由 

    2(1) 錯誤のため 

   2(2) 設置者の代表者の変更のため 

  2(3) 小売業者の代表者の変更のため 

5  届出の日 

令和 6 年 8 月 1 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 8 月 30 日から令和 7 年 1 月 6 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 613 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  アピタ桑名店 

  桑名市中央町三丁目 21 番 ほか 5 筆 

2  変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

ユニー株式会社 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地 関口 憲司 

株式会社川スミ 愛知県弥富市鮒浦町南前新田 215 川澄 幸司 

有限会社新光堂書店 桑名市田町 22 番地 佐藤 治 

株式会社プラザクリエイト 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 大島 康広 

株式会社るなぱぁく 桑名市大字江場 1391 番地 佐藤 栄聡 

白ハト食品工業株式会社 大阪府守口市京阪本通一丁目 4 番 10 号 永尾 俊一 

株式会社日本一 千葉県野田市目吹 1965 番地 染谷 幸雄 
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有限会社茶茂 桑名市京町 41 番地 伊藤 博章 

株式会社小川珈琲クリエイツ 京都府京都市右京区京極北庄境町 19 番地 小川 秀明 

株式会社総本家貝新 桑名市大字小貝須 1555 番地 水谷 新左衛門 

株式会社スイートスタイル 東京都中央区日本橋小舟町 7 番 2 号 渡邊 雅人 

ダイリキ株式会社 大阪府大阪市西区新町一丁目 27 番 9 号 高橋 淳 

株式会社チヨダ 東京都杉並区荻窪四丁目 30 番 16 号 舟橋 浩司 

パレモホールディングス株式会社 
愛知県名古屋市中村区名駅 5丁目 27番地 13 名駅錦橋
ビル 6 階 

吉田 馨 

株式会社モリエ 東京都千代田区平河町 1 丁目 6 番 8 号 内野 伸彦 

有限会社グリーンハウス 桑名市東方 1601 番地 8 林 京子 

株式会社ファッションヤマグチ 愛知県一宮市せんい一丁目 9 番 3 号 山口 浩一 

株式会社オッジ・インターナショナル 大阪府大阪市中央区備後町三丁目 1 番 6 号 安井 武昌 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕二丁目 38 番地 河合 映治 

株式会社さが美 
神奈川県横浜市戸塚区川上町 87 番地 4 Ｎ＆Ｆビル 1 

4 階 
刑部 幸裕 

株式会社いわたや 桑名市三ツ矢橋 17 番地 岩田 英一郎 

株式会社ブランドメゾン 愛知県名古屋市中区大須三丁目 37 番 46 号 安山 克義 

株式会社サンリフォーム 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地 服部 剛之 

浮野 淳 愛知県名古屋市守山区野萩町 1 番 23 号 浮野 淳 

藤久株式会社 愛知県名古屋市名東区高社一丁目 210 番地 後藤 薫徳 

株式会社おにぎりの桃太郎 四日市市久保田 1-6-54 上田 輝一 

クールカレアン株式会社 東京都品川区西五反田町二丁目 7 番 12 号 堀内 一夫 

有限会社ジェイズプランニング 愛知県名古屋市緑区徳重四丁目 1603 番地 上原 龍 

（変更後） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

ユニー株式会社 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地 榊原 健 

株式会社川スミ 桑名市大字仲新田字新井水下 67 番地 3 川澄 幸司 

株式会社プラザクリエイト 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 新谷 隼人 

株式会社るなぱぁく 桑名市大字江場 1391 番地 佐藤 栄聡 

白ハト食品工業株式会社 大阪府守口市京阪本通一丁目 4 番 10 号 永尾 俊一 

株式会社日本一 千葉県野田市目吹 1965 番地 染谷 幸雄 

有限会社茶茂 桑名市京町 41 番地 伊藤 浩一 

株式会社総本家貝新 桑名市大字小貝須 1555 番地 水谷 新左衛門 

株式会社スイートスタイル 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号 古矢 大輔 

ダイリキ株式会社 大阪府大阪市西区新町一丁目 27 番 9 号 高橋 淳 

パレモホールディングス株式会社 
愛知県名古屋市中村区名駅 5丁目 27番地 13 名駅錦橋
ビル 6 階 

福井 正弘 

有限会社グリーンハウス 桑名市東方 1601 番地 8 林 京子 

株式会社ファッションヤマグチ 愛知県一宮市せんい一丁目 9 番 3 号 山口 浩一 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕二丁目 38 番地 河合 映治 

株式会社さが美 
神奈川県横浜市戸塚区川上町 87 番地 4 Ｎ＆Ｆビル 1 
4 階 

刑部 幸裕 

株式会社ブランドメゾン 愛知県名古屋市名東区一社三丁目 121 番地 1 号 安山 克義 

株式会社サンリフォーム 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地 服部 剛之 

藤久株式会社 愛知県名古屋市名東区高社一丁目 210 番地 筒井 和宏 

株式会社おにぎりの桃太郎 四日市市久保田 1-6-54 上田 耕平 
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クールカレアン株式会社 東京都品川区東品川四丁目 12 番 6 号 堀内 一夫 

3  変更年月日 

令和 5 年 10 月 31 日 

4  変更理由 

    小売業を行う者の住所及び代表者の変更並びに退店のため 

5  届出の日 

令和 6 年 8 月 1 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 8 月 30 日から令和 7 年 1 月 6 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 614 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 2 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  マックスバリュ北勢店 

  いなべ市北勢町阿下喜 3325 番地 1 ほか 5 筆 

2  変更事項 

 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項  

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前） 

名 称 開店時刻 閉店時刻 

マックスバリュ中部株式会社 午前 7 時 午前 0 時 

株式会社スギ薬局 午前 10 時 午後 10 時 

株式会社三洋堂書店 午前 9 時 30 分 午前 0 時 

（変更後） 

名 称 開店時刻 閉店時刻 

マックスバリュ中部株式会社 午前 7 時 午前 0 時 

株式会社スギ薬局 午前 9 時 午後 10 時 

株式会社三洋堂書店 午前 9 時 30 分 午前 0 時 

3  変更年月日 

令和 6 年 8 月 10 日 

4  変更理由 

  営業時間の変更のため 

5  届出の日 

  令和 6 年 8 月 9 日 

6  届出等の縦覧場所 

令和6年8月30日 三　重　県　公　報 第　545　号

7



三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 8 月 30 日から令和 7 年 1 月 6 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 

公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 48 条第 9 項において準用する同法第 10 条第 1 項の規定により、土地

改良事業（員弁川用水第三土地改良区維持管理事業）の計画変更を令和 6 年 8 月 16 日認可しました。 

 なお、変更認可に不服がある者は、三重県を被告として、変更認可があったことを知った日の翌日から起算し

て 6 か月以内に認可処分の取消しの訴えを提起することができます。 

令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 6 年 
8 月 16 日 

三重郡菰野町大字千草字須磨崎 1729-2 ほか 1 筆 

鈴鹿市中旭が丘 1丁目 10-18 リバティベル 2
Ｆ号室 

中野 綱大 
三重郡菰野町大字千草 2515 
中野 渚 

令和 6 年 
8 月 16 日 

亀山市布気町字道野 535-1 ほか 4 筆 

鈴鹿市国府町 5731-1 

株式会社アポロ 
代表取締役 宮﨑 城治 

令和 6 年 
8 月 16 日 

三重郡朝日町大字柿字横狭 1221-1 ほか 2 筆 
愛知県一宮市東出町 7-1 
株式会社エサキホーム 

代表取締役 江㟢 豪治 

令和 6 年 

8 月 20 日 

伊勢市鹿海町字西岡 1528 ほか 8 筆、字西浦 1611-1
ほか 1 筆、字北岡 653-9 ほか 1 筆の共に一部及び字
竹木戸 652-3 地先 

伊勢市宮町 2 丁目 3-23 
有限会社クリエイト 
代表取締役 小西 麻貴 

 

 

特 定 調 達 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

1  入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量  

    三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場屋外トイレ設置 一式 

(2)  購入物品の特質等 

     購入物品の性能に関し、三重県知事が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

(3)  納入期限 

    令和 7 年 3 月 21 日（金） 

(4)  納入場所 
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    三重県鈴鹿市御薗町 地内 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

3   入札に関する事項 

(1) 本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入

札に参加することもできます。 

(2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が本システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はでき

ません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県電子調達システム（物件等）運用基準」によります。 

4  入札者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請を令和 6 年 10 月

3 日（木）12 時までに、本システムで入札する場合にあっては本システムに登録し、書面による入札の場合に

あっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者に

あっては、入札実施後に(2)及び(3)の書類を提出してください。 

   なお、提出した書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請 

(2)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(3)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県地域連携・交通部地域連携・交通総務課予算経理班 担当 馬場 

    電話 059-224-2717  ファクシミリ 059-224-2219 

 (2)  契約条項を示す場所 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県地域連携・交通部スポーツ推進局スポーツ推進課 総務企画班 担当 小谷・中島 

    電話 059-224-2985  ファクシミリ 059-224-3022 

(3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県出納局会計支援課企画支援班 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から令和 6 年 10 月 11 日（金）まで調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに本システム

上で通知を行います。 

令和6年8月30日 三　重　県　公　報 第　545　号

9



② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに通知書を発送しま

す。 

 (6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 本システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 6 年 10 月 11 日（金）10 時まで 

  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を記載の上、三重県庁内

郵便局留めで郵送してください。 

提出締切日時 令和 6 年 10 月 11 日（金）10 時 

  なお、入札書は郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考慮して投函し

てください。 

送付先 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

宛 先 三重県庁内郵便局留め 

受取人 三重県地域連携・交通部地域連携・交通総務課 予算経理班 

案件名 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場屋外トイレ設置 

  ウ 内訳書の提出の要否 

    要 

(7)  開札の日時及び場所 

    日時 令和 6 年 10 月 11 日（金）10 時 05 分 

    場所 三重県津市広明町 13 番地 

       三重県地域連携・交通部地域連携・交通総務課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

   イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参

加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199条第 1項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する

契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

 また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって、規則第 65 条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 
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(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 

 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 

 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総務

課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased: 

Installation of public toilet units at Soccer/Rugby Stadium, Mie Kotsu G SPORTSnoMORI SUZUKA. 

(2)  Bid Submission Deadline: 

(Electronic submission via the internet) 

Bids submitted electronically must be received by 10:00 A.M. on Friday, October 11, 2024. 

(Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office by 10:00 A.M. on 

Friday, October 11, 2024. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding: 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 10:05 A.M. on Friday, October 11, 2024. 

(4)  Managing Authority: 

    Regional Relations and Transport General Affairs Division, Department of Regional Relations and 

Transport, Mie Prefecture 

    13 Komei-cho, Tsu city, Mie, 514-8570, Japan 

      TEL:059-224-2717 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  入札に付する事項 

(1)  案件名  

    令和 6 年度環生第 11 号三重県総合文化センター中ホール幕類・幕レール交換 

(2)  内容 

     三重県知事が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

(3)  履行期間 

    契約締結の日から令和 7 年 3 月 28 日（金）までとします。 

(4)  履行場所 

    三重県総合文化センター 
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2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

3   入札に関する事項 

(1) 本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入

札に参加することもできます。  

(2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が本システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はでき

ません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県電子調達システム（物件等）運用基準」によります。 

4  入札者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請を令和 6 年 10 月

2 日（水）12 時までに、本システムで入札する場合にあっては本システムに登録し、書面による入札の場合に

あっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者に

あっては、入札実施後に(2)及び(3)の書類を提出してください。 

   なお、提出した書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請 

(2)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(3)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県環境生活部環境生活総務課予算経理班 担当 真弓 

    電話 059-224-2367  ファクシミリ 059-224-3069 

(2)  契約条項を示す場所 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県環境生活部文化振興課拠点連携班 担当 石垣 

    電話 059-224-2233  ファクシミリ 059-224-2408 

 (3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県出納局会計支援課企画支援班 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から令和 6 年 10 月 10 日（木）まで調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに本システム

上で通知を行います。 

② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに通知書を発送しま
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す。 

 (6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 本システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 30 分まで 

  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を記載の上、三重県庁内

郵便局留めで郵送してください。 

提出締切日時 令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 30 分 

  なお、入札書は郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考慮して投函し

てください。 

送付先 

〒514-0006 三重県津市広明町 13 番地 

宛 先 三重県庁内郵便局留め 

受取人 三重県環境生活部環境生活総務課予算経理班 

案件名 令和 6 年度環生第 11 号三重県総合文化センター中ホール幕類・幕レール交換 

(7)  開札の日時及び場所 

    日時 令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 35 分 

    場所 三重県津市広明町 13 番地 

       三重県環境生活部環境生活総務課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

   イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参

加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199条第 1項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する

契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

 また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって、規則第 65 条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 
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 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 

 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総務

課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1)  Subject Matter of the Contract: 

    Replacement of curtains and curtain rails in Middle Auditorium at Mie Center for Arts 

(2)  Bid Submission Deadline: 

(Electronic submission via the internet) 

Bids submitted electronically must be received by 2:30 P.M. on Thursday, October 10, 2024. 

(Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office by 2:30 P.M. on 

Thursday, October 10, 2024. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding: 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:35 P.M. on Thursday, October 10, 2024. 

(4)  Managing Authority: 

    Cultural promotion division, Department of Environment and social affairs, Mie Prefecture 

    13 Komei-cho, Tsu city, Mie, 514-8570, Japan 

      TEL:059-224-2233 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 6 年 8 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  入札に付する事項 

(1)  案件名  

 令和 6 年度環生第 12 号三重県総合文化センター大ホール幕類・幕レール交換 

(2)  内容 

     三重県知事が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

(3)  履行期間 

    契約締結の日から令和 7 年 3 月 24 日（月）までとします。 

(4)  履行場所 

    三重県総合文化センター 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる
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者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

3   入札に関する事項 

(1) 本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入

札に参加することもできます。  

(2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が本システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はでき

ません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県電子調達システム（物件等）運用基準」によります。 

4  入札者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請を令和 6 年 10 月

2 日（水）12 時までに、本システムで入札する場合にあっては本システムに登録し、書面による入札の場合に

あっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者に

あっては、入札実施後に(2)及び(3)の書類を提出してください。 

   なお、提出した書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請 

(2)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(3)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県環境生活部環境生活総務課予算経理班 担当 真弓 

    電話 059-224-2367  ファクシミリ 059-224-3069 

(2)  契約条項を示す場所 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県環境生活部文化振興課拠点連携班 担当 石垣 

    電話 059-224-2233  ファクシミリ 059-224-2408 

 (3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県出納局会計支援課企画支援班 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から令和 6 年 10 月 10 日（木）まで調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに本システム

上で通知を行います。 

② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 10 月 7 日（月）17 時までに通知書を発送しま

す。 

 (6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 本システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 30 分まで 
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  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を記載の上、三重県庁内

郵便局留めで郵送してください。 

提出締切日時 令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 30 分 

  なお、入札書は郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考慮して投函し

てください。 

送付先 

〒514-0006 三重県津市広明町 13 番地 

宛 先 三重県庁内郵便局留め 

受取人 三重県環境生活部環境生活総務課予算経理班 

案件名 令和 6 年度環生第 12 号三重県総合文化センター大ホール幕類・幕レール交換 

(7)  開札の日時及び場所 

    日時 令和 6 年 10 月 10 日（木）14 時 35 分 

    場所 三重県津市広明町 13 番地 

       三重県環境生活部環境生活総務課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

   イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参

加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199条第 1項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する

契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

 また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって、規則第 65 条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 

 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 

 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 
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(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総務

課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1)  Subject Matter of the Contract: 

    Replacement of curtains and curtain rails in Grand Auditorium at Mie Center for Arts 

(2)  Bid Submission Deadline: 

(Electronic submission via the internet) 

Bids submitted electronically must be received by 2:30 P.M. on Thursday, October 10, 2024. 

(Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office by 2:30 P.M. on 

Thursday, October 10, 2024. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding: 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:35 P.M. on Thursday, October 10, 2024. 

(4)  Managing Authority: 

    Cultural promotion division, Department of Environment and social affairs, Mie Prefecture 

    13 Komei-cho, Tsu city, Mie, 514-8570, Japan 

      TEL:059-224-2233 
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